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事 業 概 要 書 

 

河整 第 １６６１ 号 

平成２８年１０月１７日 

国土交通大臣 石井 啓一 殿 

 

事 業 者 大阪府大阪市中央区大手前二丁目１番２２号 

     大  阪  府 

上記代表者 大阪府知事 松井 一郎 

 

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第１２条第１項の規定により、事業概要

書を送付します。 

 

１．事業者の名称：大阪府知事 

 

２．事業の種類：一級河川淀川水系寝屋川北部地下河川事業 

 

３．事業区域の概要：  

事業区域①（延長：約０．３ｋｍ 土被り：約７１ｍ） 

○大阪市
おおさかし

都島
みやこじま

区
く

中野町
なかのちょう

五丁目・都島本通
みやこじまほんどおり

二丁目 

（寝屋川北部地下放水路ポンプ場～（主）市道赤川天王寺線（都島本通交差点）） 

 

事業区域②（延長：約１．４ｋｍ 土被り：約６９ｍ～７０ｍ） 

○大阪市
おおさかし

城東区
じょうとうく

野
の

江
え

三丁目・野
の

江
え

四丁目・成育
せいいく

三丁目・成育
せいいく

二丁目・関目
せ き め

一丁

目・関目
せ き め

二丁目 

（市道片町野江森小路線（野江４交差点）～城北川取水施設） 

 

事業区域③（延長：約０．５ｋｍ 土被り：約６５ｍ～６９ｍ） 

○大阪市
おおさかし

城東区
じょうとうく

古市
ふるいち

一丁目 

（城北川取水施設～国道４７９号（花博記念公園西口交差点）） 

資料３ 
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【事業区域の標準部イメージ】 

事業区域①寝屋川北部地下放水路ポンプ場～（主）市道赤川天王寺線（都島本通交差点） 

事業区域②市道片町野江森小路線（野江４交差点）～城北川取水施設 

                                 地表面 

 

 約 69～71m 

 

                              ▽最浅 約 69m 

 

事業区域 

   約 15m                  

 

                              ▽最深 約 86m 

                 約 15m 

 

 

事業区域③城北川取水施設～国道４７９号（花博記念公園西口交差点） 

                 地表面     

 

 約 65～69m 

 

                              ▽最浅 約 65m 

 

事業区域 

   約 12m                    

                              ▽最深 約 81m 

                  約 12m 

 

 

※６．事業概要図 を参照 

 

４．使用の開始の予定時期及び期間： 

法第２１条第１項の規定による告示の日から５の事業に係る施設が３の事業区域に

存続する限り 

外径 

約 10m 

外径 

約 13m 
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５．事業計画の概要 

（１）事業名 一級河川淀川水系寝屋川北部地下河川事業 

 

（２）事業の目的及び内容 

１）寝屋川流域は、流域面積２６７．６ｋｍ２の流域で、流域の約７５％にあたる

地域が、降った雨が直接河川に流入できずにポンプにより排水する“内水域”と

なっています。また、川の水位が大阪湾の潮位により変動する“感潮河川”であ

り、その上、流域内河川の河床勾配が緩く、さらに最下流端の京橋口が狭小のた

め、降雨があればなかなか流れ出ない緩流河川となっています。さらに、流域の

急激な都市化により、集中豪雨のたびに、都市型水害の浸水被害を受けたことか

ら、このような浸水被害に対応するため、昭和６３年に総合治水対策特定河川の

指定を受け、平成１８年には流域全体で総合治水対策を推進するため特定都市河

川浸水被害対策法に基づく特定都市河川流域に指定したところであり、現在は、

淀川水系寝屋川ブロック河川整備計画の認可に基づき、治水対策を進めていると

ころです。 

２）寝屋川北部地下河川は、寝屋川流域の内水域の浸水解消を目的に、延長約１４．

３ｋｍの地下河川を整備するもので、寝屋川北部地下放水路ポンプ場（以下、「ポ

ンプ場」という。）から讃良立坑までの本線（延長約１１．２ｋｍ）と、本川途中

に位置する鶴見立坑から松生立坑までの枝線（延長約３．１ｋｍ）より構成され

ます。 

本線の鶴見立坑から讃良立坑までの区間については完成済みであり、貯留施設

として暫定供用しています。また、枝線の鶴見立坑から松生立坑までの区間につ

いては現在事業中です。 

３）事業未着手区間である、ポンプ場から鶴見立坑までの区間の、事業実施段階にお

ける作業工程については、現時点では、以下の通り見込んでいます。 

 

区 間 工事区分 
年目 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

城北川取水施設～ 

鶴見立坑 

発進立坑築造                     

管路築造                     

ポンプ場～ 

城北川取水施設 

到達立坑築造                     

管路築造                     

排水機場築造                     
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（３）計画位置・区間 

   大阪府大阪市都島区中野町五丁目～大阪府寝屋川市讃良東町 

  （事業区域①：大阪府大阪市都島区中野町五丁目～大阪府大阪市都島区都島本通二丁目） 

  （事業区域②：大阪府大阪市城東区野江三丁目～大阪府大阪市城東区関目二丁目） 

  （事業区域③：大阪府大阪市城東区古市一丁目） 

 

（４）施設概要 

１．計画延長   ：約１４．３ｋｍ 

２．計画高水流量 ：２５０㎥／秒 

   ３．最小曲線半径 ：１００ｍ 

   ４．最急縦断勾配 ：約１／３７ 

 

６．事業概要図 

（１）平面図 

（２）縦断図 

（３）横断図 
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※　本図は用地買収の区域、区分地上権設定の区域を示すものではありません。

※　本図の地形図は、航空写真に基づき作成したものであり、多少の誤差や現在の建物の立地状況と合致していない点があります。

1:10,000

※　本図に示す路線の計画範囲及び事業区域は概ねの位置であり、詳細については今後検討してまいります。

※　本図は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第２条第３項の事業区域の概ねの位置を網掛けで表示したものです。
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（2）縦断図(V=1:1,000 , H=1:10,000) ①寝屋川北部地下放水路ポンプ場～讃良立杭(1/4)
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（2）縦断図(V=1:1,000 , H=1:10,000) ①寝屋川北部地下放水路ポンプ場～讃良立杭(2/4)
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※ 本図は大深度地下の公的使用に関する特別措置法第２条第３項の事業区域の概ねの位置を網掛けで表示したものです。

※ 本図に示す事業区域は概ねの位置であり、詳細については今後検討してまいります。
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※ 地表面は、航空写真に基づき作成した地形図及び過去の測量図によるものであり、多少の誤差や現在の地形状況と合致していない点があります。



（2）縦断図(V=1:1,000 , H=1:10,000) ①寝屋川北部地下放水路ポンプ場～讃良立杭(3/4)
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※ 地表面は、航空写真に基づき作成した地形図及び過去の測量図によるものであり、多少の誤差や現在の地形状況と合致していない点があります。



（2）縦断図(V=1:1,000 , H=1:10,000) ①寝屋川北部地下放水路ポンプ場～讃良立杭(4/4)
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※ 本図は大深度地下の公的使用に関する特別措置法第２条第３項の事業区域の概ねの位置を網掛けで表示したものです。

※ 本図に示す事業区域は概ねの位置であり、詳細については今後検討してまいります。

※ 本図は用地買収の区域、区分地上権設定の区域を示すものではありません。

※ 地表面は、航空写真に基づき作成した地形図及び過去の測量図によるものであり、多少の誤差や現在の地形状況と合致していない点があります。
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※ 本図は大深度地下の公的使用に関する特別措置法第２条第３項の事業区域の概ねの位置を網掛けで表示したものです。

※ 本図に示す事業区域は概ねの位置であり、詳細については今後検討してまいります。

※ 本図は用地買収の区域、区分地上権設定の区域を示すものではありません。

※ 地表面は、航空写真に基づき作成した地形図及び過去の測量図によるものであり、多少の誤差や現在の地形状況と合致していない点があります。
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